
 

 

資料１－２ 

 

 

第６次京都府食の安心・安全行動計画に

基づく令和５年度施策の目標について 

（参考：令和４年度施策の実績見込） 

 

令和４年度施策の実績及びその効果につきましては、４年度末の確定

値を検証し、令和５年度第１回の審議会で評価いただくこととしており

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和５年３月 

京 都 府 

  



 

 

第６次 京都府食の安心・安全行動計画の施策の体系 
｢新しい生活様式｣

への対応 
新型コロナウイルス感染症の影響による生活様式の変化に対応しながら、 
食の安心・安全施策を推進します。 

 

柱 取 組 

１ 

食
の
安
全
性
確
保
に
向
け
た
行
政 

 
 

に
よ
る
監
視
・
検
査
体
制
の
確
保 

目指す姿 
生産現場等において、生産に伴うリスクの低減とともに、食中毒等による健康

被害、食品の規格基準違反、食品表示違反などが発生ゼロとなることを目指しま
す。 

(1) 
生産現場等
の監視、指
導 

① 農薬使用者に対する適正使用指導 
② 全畜産農家に対する動物用医薬品等の適正使用指導 
③ 養鶏農場における高病原性鳥インフルエンザ侵入監視のためのウイルス 

学的検査 
④ 全水産養殖業者に対する動物用医薬品等の適正使用指導 
⑤ 二枚貝類の主要養殖海域における定期的な貝毒発生状況調査 
⑥ 農薬販売店への立入調査 
⑦ 飼料等製造業者、販売業者への立入調査 

目指す姿 
流通段階において、食中毒や食物アレルギーによる健康被害、食品の規格基準

違反、食品表示違反などが発生ゼロとなることを目指します。 

(2) 
流通段階の
監視、指導 

⑧ 食品表示の巡回指導 
 ⑨ 食品表示における科学的検査 
 ⑩ 新たに許可を受けた飲食店に対しテイクアウトやデリバリーを行う際に 

食中毒を発生させないための監視指導 
⑪ 食品衛生法に基づく食品等の収去検査 
⑫ 野生鳥獣肉を取り扱う食肉処理施設の監視指導 

２ 

食
を
取
り
巻
く
変
化
に
対
応
す
る
食
品 

   

関
連
事
業
者
等
の
自
主
的
な
取
組
の
促
進 

目指す姿 安心・安全な食品を提供する事業者等を育成し、事業者の知識向上、食品によ
る健康被害の防止を目指します。 

(1) 
安心・安全
な食品を提
供する事業
者等の育成 

⑬ 農薬講習会の開催 
⑭ 農薬管理指導士の養成 

 ⑮ 自主的な残留農薬分析の推進 
 ⑯ ＨＡＣＣＰの定着に向けた指導と食品衛生責任者の研修会開催 
⑰ ６次産業化に取り組む生産者向け食の安全マネジメント研修会の開催 

 ⑱ 食品関連事業者向け新たな食品表示制度の普及啓発 
⑲ きょうと 健康 おもてなし 食の健康づくり応援店 
⑳ ボランティア向けの食の安心・安全講習会の開催 
㉑ 食物アレルギーのある児童・生徒への個別の取組プランの作成率の向上 
㉒ 緊急時の食に関する対応研修会の開催 

目指す姿 
持続可能な農業に取り組む生産者等を育成し、生産者の知識向上、安心・安全

な食品の安定供給を目指します。 

(2) 
持続可能な
農業の推進 

 ㉓ 特別栽培米など環境にやさしい農業の推進 
㉔ 気候変動等にも対応した安心安全な府内産農林水産物の安定供給のため 

の研究の実施 
 ㉕ 営農支援クラウドシステムによる営農指導の強化と栽培履歴の電子化 

３ 

府
民
の
食
に
関
す
る
信
頼
感
向
上   

   

と
選
択
力
向
上
に
向
け
た 

   

正
確
な
情
報
の
提
供 

目指す姿 
消費者、事業者、行政の交流を通じて、食の安心・安全に関する相互理解の促

進を目指します。 

(1) 
府民と食品
関連事業者
の交流によ
る相互理解
の促進 

㉖ 食の安心・安全に関するオンライン等を活用したリスクコミュニケーシ
ョン等の開催 

㉗ 学生等によるきょうと食の安心・安全ヤングサポーターの養成 

目指す姿 府民・食品関連事業者へ適切に情報提供し、府民の食の安心・安全に関する学
習環境の充実を目指します。 

(2) 
府民の食に
関する学習
環境の充実 

㉘ 食の府民大学の動画講座の充実・利用拡大 
㉙ 府ホームページ等において、府の施策・取組を分かりやすく紹介 

 ㉚ ＳＮＳ等様々な媒体を活用した適切な食情報の発信 
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① 

取組事項名 農薬使用者に対する適正使用指導 

目指す姿 
農業者に対して農薬の使用や保管状況を指導し、農薬に係る危害が発生

しないことを目指します。 

数値目標 

指導数 

(回／年) 

２年度 

実績 

３年度 

実績 

年 度 別 計 画 

 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

２６８ ２３５ 

計

画 
２７０ ２７０ ２７０ 

実

績 

２７８ 

(計画比:103%) 

 

(計画比: %) 

 

(計画比: %) 

数値目標の 

考え方 

府内の農薬使用者に対して農薬に係る危害発生防止のため、府内５か所 

（４広域振興局単位と京都乙訓の地域。以下同じ）で年 270回の適正使用

指導を行います。 

令和５年度 

計画 

【取組内容】 

 農業改良普及センターが管内農家を巡回し、農薬に係る危害発生防止の

ため、農薬の使用計画や使用状況の調査・指導を行います。 

 

（参考） 

令和４年度 

実績見込 

【取組内容】 

 農業改良普及センターが管内農家を巡回し、農薬に係る危害発生防止の

ため、農薬の使用計画や使用状況の調査・指導を行なった。 

 

【実績】278回見込 

 

 

（令和５年３月 10日現在） 

 ・京都乙訓  36回 

 ・山城    104回 

 ・南丹    39回 

 ・中丹    63回 

 ・丹後    36回  

  合計    278回 

 

引き続き、巡回実施予定。 

 

 

（参考） 

コロナ禍の 

影響と対応 

職員の検温、マスク着用、手指消毒など感染防止対策を徹底した上で実

施した。 

 

担当課 農産課 

対象者 ☐消費者 ☐事業者 ☑生産者 ☐その他（      ） 
 

農薬の適正使用指導 
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② 

取組事項名 全畜産農家に対する動物用医薬品等の適正使用指導 

目指す姿 
畜産農家に対して動物用医薬品等飼養状況を確認し、家畜伝染病が発

生しないことを目指します。 

数値目標 

指導率 

(％／年) 

２年度 

実績 

３年度 

実績 

年 度 別 計 画 

 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

１００ １００ 

計

画 
１００ １００ １００ 

実

績 

１００ 

(計画比:100%) 

 

(計画比: %) 

 

(計画比: %) 

数値目標の 

考え方 

全ての畜産農家（令和３年家畜飼養 911戸）に対して豚熱等の家畜伝

染病の検査、飼養衛生管理基準遵守の点検、動物用医薬品の適正使用等

について、年１回以上指導します。 

令和５年度 

計画 

【取組内容】 

府内全畜産農家を計画的に巡回（１回／年）し、豚熱等の家畜伝染病の

検査、飼養衛生管理基準の遵守の点検、動物用医薬品や飼料添加物の適正

使用等についての指導を実施します。 

（参考） 

令和４年度 

実績見込 

【取組内容】 

 府内全畜産農家（883戸（令和４年２月１日現在））を計画的に巡回（年

１回以上）し、豚熱や鳥インフルエンザ等の家畜伝染病の検査、畜舎消毒

等の飼養衛生管理基準の遵守の点検、動物用医薬品や飼料添加物の適正使

用等についての指導を実施した。 

 

【実績】100％見込 

畜産農家巡回実績（令和５年１月 31日現在） 

畜種 戸数※１ 実績※１ 進捗率 参考（頭羽群数※１） 

牛 124  124  100％  9,251    

家きん 451  451  100％  2,289,979    

豚・イノシシ 55  55  100％  13,592    

馬 48  43  90％  391    

めん山羊 107  68  64％  349    

みつばち 98※２ 98  100％  869※２   

計 883  839  95％  2,314,431    

（※１ 定期報告（R4.2.1）、※２ 令和 4年度検査戸数） 

 巡回等で飼養衛生管理に課題のある農家、指導を要望する農家につい

て、重点的な指導に取り組んでいる。引き続き巡回を実施する。 

 

（参考） 

コロナ禍の 

影響と対応 

巡回職員の検温、マスク着用、手指消毒など感染防止対策を徹底した上

で、立入等を行った。 

担当課 畜産課 

対象者 ☐消費者 ☐事業者 ☑生産者 ☐その他（      ） 
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③ 

取組事項名 
養鶏農場における高病原性鳥インフルエンザ侵入監視のためのウイルス学

的検査 

目指す姿 
養鶏農場における高病原性鳥インフルエンザ対策を監視し、高病原性鳥

インフルエンザが発生しないことを目指します。 

数値目標 

検査率 

(％／年) 

２年度 

実績 

３年度 

実績 

年 度 別 計 画 

 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

１００ １００ 

計

画 
１００ １００ １００ 

実

績 

１００ 

(計画比:100%) 

 

(計画比: %) 

 

(計画比: %) 

数値目標の 

考え方 

1,000羽以上飼養農場（令和３年 46農場）に対して高病原性鳥インフ

ルエンザのウイルス学的検査を行い、発生予防に取り組みます。 

令和５年度 

計画 

【取組内容】 

高病原性鳥インフルエンザの発生予防のため 1,000羽以上飼養農場につ

いて、本病侵入監視のため計画的にモニタリング検査を実施します。 

（参考） 

令和４年度 

実績見込 

【取組内容】 

 本病の侵入監視のため、1,000羽以上飼養農場 46農場（令和５年１月 31

日現在）全てに対し、年間を通じて巡回指導と抗体検査等を実施した。 

 

【実績】100％見込 

・ウイルス学的検査実績（令和５年２月 20日現在） 

 延べ 271農場 2,710羽全て検査陰性を確認済。 

種別 農場数 頻度 検査内容 検査数 

定点モニタリング 12 毎月 ウイルス分離検査、 

抗体検査 

1,200羽、 

3,600検体 

強化モニタリング※ 34 四半期 

ごと 

抗体検査 1,510羽、 

1,510検体 

※ 京都府では、国の定める期間(10～5月)や農場数(21農場)を超えて実施 

 

・一斉消毒の実施 

100羽以上飼養の 63農場では、鶏舎周辺に消石灰を散布する等、予防対 

策を徹底 

 

・国内の発生状況（令和５年２月 20日時点） 

25道県 76事例が発生し、約 1,478万羽が殺処分 

（参考） 

コロナ禍の 

影響と対応 

巡回職員の検温、マスク着用、手指消毒など感染防止対策を徹底した上

で、立入等を行った。 

担当課 畜産課 

対象者 ☐消費者 ☐事業者 ☑生産者 ☐その他（      ） 
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④ 

取組事項名 全水産養殖業者に対する動物用医薬品等の適正使用指導 

目指す姿 
水産養殖業者において動物用医薬品等が適正に使用されることを目指

します。 

数値目標 

指導率 

(％／年) 

２年度 

実績 

３年度 

実績 

年 度 別 計 画 

 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

１００ １００ 

計

画 
１００ １００ １００ 

実

績 

１００ 

(計画比:100%) 

 

(計画比: %) 

 

(計画比: %) 

数値目標の 

考え方 

全ての水産養殖業者（令和３年給餌養殖事業者 22件）に対して動物用

医薬品の適正使用等について、年１回以上指導します。 

令和５年度 

計画 

【取組内容】 

 府内の全ての給餌養殖業者に対して、水産課、水産事務所及び海洋セン

ターが連携し、水産用医薬品の適正な使用、養殖魚の飼育方法及び魚病対

策等についての指導を実施します。 

（参考） 

令和４年度 

実績見込 

【取組内容】 

府内の全ての給餌養殖業者（令和５年２月 17 日現在：22 業者）に対し

て、水産課、水産事務所及び海洋センターが連携し、水産用医薬品の適正

な使用、養殖魚の飼育方法及び魚病対策等についての指導を実施した。 

 

【実績】100％ 

動物用医薬品の適正使用等について、資料を活用した指導（22業者） 

巡回指導（７業者）、会議指導（３業者） 

 

        

 

 

（参考） 

コロナ禍の 

影響と対応 

 職員の検温、マスク着用、手指消毒など感染防止対策を徹底した上で実

施した。また、一部遠隔診療による魚病診断を実施した。 

担当課 水産課 

対象者 ☐消費者 ☐事業者 ☑生産者 ☐その他（      ） 

魚病予防のためのワクチン接種の指導 
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⑤ 

取組事項名 二枚貝類の主要養殖海域における定期的な貝毒発生状況調査 

目指す姿 貝毒の発生状況を監視し、食中毒が発生しないことを目指します。 

数値目標 

調査数 

(回／年) 

２年度 

実績 

３年度 

実績 

年 度 別 計 画 

 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

４８ ６０ 

計

画 
４８ ４８ ４８ 

実

績 

５７ 

(計画比:119%) 

 

(計画比: %) 

 

(計画比: %) 

数値目標の 

考え方 

貝類の主要産地である４海域において、月１回、貝毒の発生状況を調

査します。 

令和５年度 

計画 

【取組内容】 

 二枚貝類が有毒なプランクトンを食べて体内に毒素を蓄積することを

貝毒といい、貝毒による食中毒を防ぐため、二枚貝類の主要産地である４

海域（舞鶴湾、栗田湾、宮津湾、久美浜湾）において、月１回、採取した

二枚貝類の毒素の蓄積状況を検査し、関係事業者に対して情報提供、出荷

等に係る指導を実施します。 

  

（参考） 

令和４年度 

実績見込 

【取組内容】 

 二枚貝類の主要産地である４海域（舞鶴湾、栗田湾、宮津湾、久美浜湾）

において、月１回、採取した二枚貝類の毒素の蓄積状況を検査し、関係事

業者に対して情報提供、出荷等に係る指導を実施した。 

 

【実績】57回見込 

 令和５年２月 17日現在：49回 

内訳：定期検査 41回、追加検査８回 
 

 ・毎月の定期検査は、漁業者の出荷状況等に対応して実施。 

 ・１月の定期検査で舞鶴湾及び栗田湾のマガキが規制値を上回る毒素を

蓄積している可能性が示唆されたため、追加検査を８回実施し、京都

府漁業協同組合に対して出荷自粛等に向けて情報提供を行なった。 

・同漁協は、国の定める公定法による毒力検査を検査機関に依頼。毒力 

は検出限界以下という結果が出たため、１月 16日からの出荷自粛を 

１月 19日に解除し、通常出荷を再開した。 
 
 

（参考） 

コロナ禍の 

影響と対応 

 職員の検温、マスク着用、手指消毒など感染防止対策を徹底した上で実

施した。 

担当課 水産課 

対象者 ☐消費者 ☑事業者 ☐生産者 ☐その他（      ） 
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⑥ 

取組事項名 農薬販売店への立入調査 

目指す姿 
農薬販売業者に対して監視・指導を行い、適正な販売管理の確保を目指

します。 

数値目標 

調査数 

(回／年) 

２年度 

実績 

３年度 

実績 

年 度 別 計 画 

 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

１５２ ２０３ 

計

画 
２００ ２００ ２００ 

実

績 

２００ 

 (計画比:100%) 

 

(計画比: %) 

 

(計画比: %) 

数値目標の 

考え方 

府内にある農薬販売店（令和３年事業者 916店）での適正な販売を監

視・指導するため、毎年 200店、各１回の立入調査を行います。 

令和５年度 

計画 

【取組内容】 

農薬販売業者に対して、農薬の適正な販売管理のために農薬取締法に基

づく表示や配置などの販売状況や在庫管理状況等について、200店、各１回

の立入調査を実施します。 

 

（参考） 

令和４年度 

実績見込 

【取組内容】 

農薬販売業者に対して、農薬の適正な販売管理のために農薬取締法に基

づく表示や配置などの販売状況や在庫管理状況等について、立入調査を実

施した。 

 

【実績】200回見込 

 

（令和５年３月 10日現在） 

 ・京都乙訓  76回 

 ・山城    30回 

 ・南丹     7回 

 ・中丹    35回 

 ・丹後    20回  

  合計    168回 

 

 引き続き、立入調査を実施予定。 

 

 

（参考） 

コロナ禍の 

影響と対応 

職員の検温、マスク着用、手指消毒など感染防止対策を徹底した上で実

施した。 

 

担当課 農産課 

対象者 ☐消費者 ☑事業者 ☐生産者 ☐その他（      ） 
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⑦ 

取組事項名 飼料等製造業者、販売業者への立入調査 

目指す姿 
府内飼料等業者において飼料等が適切に製造・販売されることを目指

します。 

数値目標 

調査数 

(件／年) 

２年度 

実績 

３年度 

実績 

年 度 別 計 画 

 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

１３ １３ 

計

画 
１３ １３ １３ 

実

績 

１４ 

(計画比:108%) 

 

(計画比: %) 

 

(計画比: %) 

数値目標の 

考え方 

【取組内容】 

全ての飼料等業者（令和３年事業者 103件）に対し、法※に基づく取引

記録の保存年限（８年）内に調査を実施し、家畜飼料の適切な製造、販

売を監視・指導します。 

※「 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律 」 

令和５年度 

計画 

【取組内容】 

家畜飼料の安全性の確保のため、「飼料の安全性の確保及び品質の改善

に関する法律（飼料安全法）」に基づき、取引記録の保存年限である８年

内に全ての飼料業者を調査し、家畜飼料の適切な製造、販売を監視・指導

します。 

（参考） 

令和４年度 

実績見込 

【取組内容】 

 飼料安全法に基づき、取引記録の保存年限である８年内に全ての飼料業

者 105件（令和５年１月 31日時点）を調査し、家畜飼料の適切な製造、販

売を監視・指導した。 

 

【実績】14件見込 

 飼料安全法及び飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令に基づ

く表示及び帳簿点検のため立入調査を実施した。 

 令和５年２月 20日現在 

  調査数：６件（丹後 １件、京都市 ５件） 

  指導数：０件 

 

 引き続き、立入調査実施予定。 

 

（参考） 

コロナ禍の 

影響と対応 

巡回職員の検温、マスク着用、手指消毒など感染防止対策を徹底した上

で、立入等を行った。 

担当課 畜産課 

対象者 ☐消費者 ☑事業者 ☑生産者 ☐その他（      ） 
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⑧ 

取組事項名 食品表示の巡回指導 

目指す姿 食品表示違反が発生しないことを目指します。 

数値目標 

適正表示率 

（％） 

２年度 

実績 

３年度 

実績 

年 度 別 計 画 

 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

９７ ９８ 

計

画 
９５以上 ９５以上 ９５以上 

実

績 

９７ 

(計画比:102%) 

 

(計画比: %) 

 

(計画比: %) 

数値目標の 

考え方 

適正に表示されている食品の割合 95%以上を目指し、府内５か所、全体

で 200店舗以上を巡回し、監視・指導します。 

令和５年度 

計画 

【取組内容】 

府内５か所の４広域振興局と京都乙訓の地域が関係機関と連携し、スー

パー・小売店等 200店舗以上に対して、食品表示の巡回を実施し、適正に

表示されている食品の割合 95%以上を目指して指導します。 

 

（参考） 

令和４年度 

実績見込 

【取組内容】 

府内５か所の４広域振興局と京都乙訓の地域が関係機関と連携し、スー

パー・小売店等 200店舗以上に対して、食品表示の巡回を実施し、表示不

備を確認したものは、指導を行なった。 

 

【実績】適正表示率：97.4％ 

（令和４年４月～令和５年２月 17日現在：177店舗実施） 

 ・調査した食品数：5,995件（生鮮 4,671件、加工 1,324件） 

 ・適正表示食品数：5,842件（生鮮 4,598件、加工 1,244件） 

 

 巡回で容器包装とプライスカードの産地不一致等の表示不備を確認し

た。口頭指導により改善したほか、必要に応じて、後日改善の確認を実施

した。 

 

 

 

（参考） 

コロナ禍の 

影響と対応 

 職員の検温、マスク着用、手指消毒など感染防止対策を徹底した上で実

施した。 

担当課 農政課、生活衛生課、健康対策課、消費生活安全センター 

対象者 ☐消費者 ☑事業者 ☐生産者 ☐その他（      ） 
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⑨ 

取組事項名 食品表示における科学的検査 

目指す姿 食品表示違反が発生しないことを目指します。 

数値目標 

検査数 

(検体／年) 

２年度 

実績 

３年度 

実績 

年 度 別 計 画 

 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

４０ ４０ 

計

画 
４０ ４０ ４０ 

実

績 

４０ 

(計画比:100%) 

 

(計画比: %) 

 

(計画比: %) 

数値目標の 

考え方 

流通食品の抜き取り検査を年４品目、各 10検体実施し、食品表示が適

切に行われているかを監視します。 

令和５年度 

計画 

【取組内容】 

国内・府内で過去に違反事例のあるものや府内産農林水産物から４品目

を選定し、各品目 10検体の流通食品について科学的検査を実施し、適正な

食品表示であることを確認します。 

 

（参考） 

令和４年度 

実績見込 

【取組内容】 

「国内・府内で過去に違反事例のあるもの」や「府内産農林水産物」か

ら４品目を選定し、府内販売店で購入した40検体（商品）の科学的検査を

実施した。 

 

【実績】４品目 40検体  

○豚肉 産地（国産）判別 10検体（令和４年８月）  

10検体全て疑義なし。 

○にんじん 産地（国産）判別 10検体（令和４年９月）  

結果判明した７検体全て疑義なし。 

３検体は、品質劣化のため判定不能。 

○袋詰精米 品種判別 10検体（令和４年12月）  

８検体疑義なし。 

 ２検体で他品種混入、現地において調査を実施。精米過程における意 

図しない混入と判明。混入防止を指導し、作業方法の改善を確認。 

○ごぼう 産地（国産）判別 10検体（令和５年１月） 

  10検体全て疑義なし。 

 

（参考） 

コロナ禍の 

影響と対応 

職員の検温、マスク着用、手指消毒など感染防止対策を徹底した上で実

施した。 

担当課 農政課 

対象者 ☐消費者 ☑事業者 ☐生産者 ☐その他（      ） 
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⑩ 

取組事項名 
新たに許可を受けた飲食店に対しテイクアウトやデリバリーを行う際に

食中毒を発生させないための監視指導 

目指す姿 
テイクアウトやデリバリーによる食中毒が発生しないことを目指しま

す。 

数値目標 

指導率 

(％／年) 

２年度 

実績 

３年度 

実績 

年 度 別 計 画 

 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

１００ １００ 

計

画 
１００ １００ １００ 

実

績 

１００ 

(計画比:100%) 

 

(計画比: %) 

 

(計画比: %) 

数値目標の 

考え方 

新たに許可を受けた飲食店（参考：令和２年度 731店）に対しテイク

アウトやデリバリーを行う際に食中毒を発生させないための監視指導を

行います。 

令和５年度 

計画 

【取組内容】 

 新型コロナウイルス感染症への対応による新たな生活様式の普及・実施

などに伴い、新たに許可を受けた飲食店に対し、テイクアウトやデリバリ

ーを行う際の食中毒を予防するための監視指導を実施します。 

 

（参考） 

令和４年度 

実績見込 

【取組内容】 

新型コロナウイルス感染症への対応による新たな生活様式の普及・実施

などに伴い、新たに許可を受けた飲食店に対し、テイクアウトやデリバリ

ーを行う際の食中毒を予防するための監視指導を実施した。 

また、食中毒が発生した４施設に対して、営業停止処分のうえ再発防止

のための施設の清掃・消毒の指示、衛生指導、衛生教育等を実施した。 

 

【実績】 

 100％（2,160施設／2,160施設） 

 

 

 

 

 

 

 

（参考） 

コロナ禍の 

影響と対応 

職員の検温、マスク着用、手指消毒など感染防止対策を徹底した上で実

施した。 

担当課 生活衛生課 

対象者 ☐消費者 ☑事業者 ☐生産者 ☐その他（      ） 
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⑪ 

取組事項名 食品衛生法に基づく食品等の収去検査 

目指す姿 
食中毒や食物アレルギー、食品の規格基準違反、食品表示違反などが

発生しないことを目指します。 

数値目標 

検査数 

(検体／年) 

２年度 

実績 

３年度 

実績 

年 度 別 計 画 

 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

４６２ ５０１ 

計

画 
７５０ ７５０ ７５０ 

実

績 

７５０ 

(計画比:100%) 

 

(計画比: %) 

 

(計画比: %) 

数値目標の 

考え方 

年 750検体※について、残留農薬、添加物等の計画的なモニタリング検

査を行い、安全な食品の提供を確認します。 

※「京都府食品衛生監視指導計画」 

令和５年度 

計画 

【取組内容】 

府内で生産・製造又は販売される食品（輸入食品を含む。）等について、

食品衛生法及び食品表示法に基づき、750 検体を収去し、保健環境研究所

及び中丹西保健所において、残留農薬、アレルゲン、食品添加物、放射性

物質等の約 40,000項目の検査を実施します。 

 

（参考） 

令和４年度 

実績見込 

【取組内容】 

食の安心・安全審議会、消費者団体等からの御意見を踏まえて策定した

計画に従い、府内で生産・製造又は販売される食品（輸入食品を含む。）

等について、保健環境研究所及び中丹西保健所において、残留農薬、アレ

ルゲン、食品添加物、放射性物質等の 42,722項目について検査した。 

令和２年度、３年度は新型コロナ感染症の拡大により、一部の収去検査

を中止したが、今年度は計画どおり検査を実施することができた。 

 

【実績】 

750検体（計画比：100％） 

※食品衛生法等上問題となる検体は確認されていない。 

 

 

（参考） 

コロナ禍の 

影響と対応 

職員の検温、マスク着用、手指消毒など感染防止対策を徹底した上で実

施した。 

担当課 生活衛生課 

対象者 ☐消費者 ☑事業者 ☐生産者 ☐その他（      ） 
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⑫ 

取組事項名 野生鳥獣肉を取り扱う食肉処理施設の監視指導 

目指す姿 
野生鳥獣肉を取り扱う食肉処理施設の監視指導により、衛生管理の向

上を目指します。 

数値目標 

監視指導率 

(％／年) 

２年度 

実績 

３年度 

実績 

年 度 別 計 画 

 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

９５ ８７ 

計

画 
１００ １００ １００ 

実

績 

９１ 

(計画比:91%) 

 

(計画比: %) 

 

(計画比: %) 

数値目標の 

考え方 

野生鳥獣肉を取り扱う食肉処理施設（令和３年 23施設）を年１回以上

監視し、衛生管理の向上を指導します。 

令和５年度 

計画 

【取組内容】 

野生鳥獣肉の食用としての利活用においては、E 型肝炎ウイルス、腸管

出血性大腸菌または寄生虫による食中毒のリスクがあることから、厚生労

働省の「野生鳥獣肉の衛生管理に関する指針（ガイドライン）」に従う必

要があるため、野生鳥獣肉を取り扱う全ての食肉処理施設に対して監視指

導を実施します。 

 

（参考） 

令和４年度 

実績見込 

【取組内容】 

野生鳥獣肉の食用としての利活用においては、E 型肝炎ウイルス、腸管

出血性大腸菌または寄生虫による食中毒のリスクがあることから、厚生労

働省のガイドラインに従う必要があるため、野生鳥獣肉を取り扱う全ての

食肉処理施設に対して監視指導を実施した。 

 

【実績】 

 91％（21施設／23施設） 

 厚生労働省のガイドラインに基づく野生鳥獣肉の衛生的な処理方法等

について、収去検査も活用して監視指導を実施した。 

 

 

 

（参考） 

コロナ禍の 

影響と対応 

職員の検温、マスク着用、手指消毒など感染防止対策を徹底した上で実

施した。 

担当課 生活衛生課 

対象者 ☐消費者 ☑事業者 ☐生産者 ☐その他（      ） 
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⑬ 

取組事項名 農薬講習会の開催 

目指す姿 
農薬を取り扱う事業者に対して講習会を行い、農薬の適正な使用を目指

します。 

数値目標 

参加人数 

(人／年) 

２年度 

実績 

３年度 

実績 

年 度 別 計 画 

 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

２６１ ２７４ 

計

画 
２９０ ２９０ ２９０ 

実

績 

３１７ 

(計画比:109%) 

 

(計画比: %) 

 

(計画比: %) 

数値目標の 

考え方 

農薬販売店や造園業者などの農薬管理指導士を対象に、認定の有効期間

（３年）内に講習会に参加※いただき、農薬の適正な使用を徹底します。  

※令和元年度及び令和２年度実績：平均 290名参加 

令和５年度 

計画 

【取組内容】 

農薬管理指導士等を対象に農薬の適正な取扱い、使用の推進のため、府

内５か所で研修会を開催します。 

さらに、生産者などの農薬使用者の知識向上の場として、インターネッ

トを活用した通信講座を実施します。 

（参考） 

令和４年度 

実績見込 

【取組内容】 

農薬管理指導士等を対象に農薬の適正な取扱い、使用の推進のため、府

内５か所で研修会を開催した。 

 

【実績】317人見込 

 

（令和５年１月 31日現在） 

・京都乙訓  115人 

 ・山城    45人 

 ・南丹    47人 

 ・中丹    72人 

 ・丹後    28人  

  合計    307人 

 

令和５年３月にインターネットを活用した研修会を開催し、10人参加予

定。 

 

（参考） 

コロナ禍の 

影響と対応 

マスク着用、手指消毒、換気など感染防止対策を徹底した上で開催した。 

担当課 農産課 

対象者 ☐消費者 ☑事業者 ☑生産者 ☐その他（      ） 
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⑭ 

取組事項名 農薬管理指導士の養成 

目指す姿 
農薬の取扱いに精通した「農薬管理指導士」を育成し、農薬の適正な使

用を目指します。 

数値目標 

延登録人数 

(人) 

２年度 

実績 

３年度 

実績 

年 度 別 計 画 

 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

８７１ ９０３ 

計

画 
９１０ ９２０ ９３０ 

実

績 

９３４ 

(計画比:103%) 

 

(計画比: %) 

 

(計画比: %) 

数値目標の 

考え方 

農薬の取扱いに精通した「農薬管理指導士」を新たに年 10名以上養成

し、農薬の適正な取扱い、使用について指導的役割を果たす者を増やしま

す。 

令和５年度 

計画 

【取組内容】 

農薬の取扱いに精通した「農薬管理指導士」を増やすため、京都府農薬

管理指導士認定事業実施要領に基づく養成研修を開催し、認定試験に合格

した京都府農薬管理指導士を新たに 10名以上養成します。 

 

（参考） 

令和４年度 

実績見込 

【取組内容】 

京都府農薬管理指導士養成研修を１月 24 日、１月 25 日の２日間で開催

した。 

申込者 33名のうち、27名が両日受講し、認定試験に合格した 25名を登

録した。 

なお、大雪による交通障害で欠席した６名については、３月に追加研修

と再試験を実施予定。 

 

【実績】934人見込 

 

（令和５年１月 31日現在） 

 ・新規養成者 25人 

（農薬管理指導士 合計 928人） 

 

 

 

 

（参考） 

コロナ禍の 

影響と対応 

マスク着用、手指消毒、換気など感染防止対策を徹底した上で開催した。 

担当課 農産課 

対象者 ☐消費者 ☑事業者 ☑生産者 ☐その他（      ） 
  



15 

 

⑮ 

取組事項名 自主的な残留農薬分析の推進 

目指す姿 
府内産農産物の農薬に係る危害発生防止を目指します。 

 

数値目標 

検査数 

(検体／年) 

２年度 

実績 

３年度 

実績 

年 度 別 計 画 

 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

８８ １３９ 

計

画 
１２４ １２４ １２４ 

実

績 

１４０ 

(計画比:113%) 

 

(計画比: %) 

 

(計画比: %) 

数値目標の 

考え方 

生産者団体等が 124検体の自主的な残留農薬分析を行うことで、市場流

通を未然に防ぐとともに、生産段階における農薬の適正使用を徹底しま

す。 

令和５年度 

計画 

【取組内容】 

生産者団体等が生産段階における農薬の適正使用を徹底するとともに、

ＪＡ京都中央会 80検体、ＪＡ全農京都 30検体、京都米振興協会 14検体、

計 124検体の自主的な残留農薬分析を実施します。 

 

（参考） 

令和４年度 

実績見込 

【取組内容】 

ＪＡグループ京都で生産・販売する京都府内産農産物の安全・安心を確

保することを目的に、ＪＡ京都中央会、ＪＡ全農京都、京都米振興協会に

おいて、以下のとおり自主的な残留農薬分析を実施した。 

 

【実績】140検体見込 

  

 

（令和５年２月２８日現在） 

 ・ＪＡ京都中央会          85／ 80検体  

 ・ＪＡ全農京都宇治茶流通センター  40／ 30検体  

 ・京都米振興協会          15／ 14検体  

  合計               140／124検体  

 

 令和５年３月にも検査の実施予定があり、目標達成の見込み。 

 

 

（参考） 

コロナ禍の 

影響と対応 

通常実施。 

担当課 農産課 

対象者 ☐消費者 ☑事業者 ☐生産者 ☐その他（      ） 
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⑯ 

取組事項名 ＨＡＣＣＰの定着に向けた指導と食品衛生責任者の研修会開催 

目指す姿 
ＨＡＣＣＰ等新しい法制度に食品等事業者が確実に対応できることを

目指します。 

数値目標 

開催数 

(回／年) 

２年度 

実績 

３年度 

実績 

年 度 別 計 画 

 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

２０ ９ 

計

画 
３０ ３０ ３０ 

実

績 

３４ 

(計画比:113%) 

 

(計画比: %) 

 

(計画比: %) 

数値目標の 

考え方 

府食品衛生協会と連携し、府内各所で研修会を年 30回開催し、ＨＡＣ

ＣＰに沿った衛生管理のフォローアップを行います。 

令和５年度 

計画 

【取組内容】 

食品衛生法の改正により、全ての食品等事業者（食品の製造・加工、調

理、販売等）に対して、ＨＡＣＣＰに沿った衛生管理が義務づけられたこ

とから、京都府食品衛生協会と連携し、府内各所で研修会を年 30 回開催

し、ＨＡＣＣＰに沿った衛生管理のフォローアップを実施します 。 

 

（参考） 

令和４年度 

実績見込 

【取組内容】 

食品衛生法の改正により、全ての食品等事業者（食品の製造・加工、調

理、販売等）に対して、ＨＡＣＣＰに沿った衛生管理が義務づけられたこ

とから、京都府食品衛生協会と連携し、京都市内を除く府内各所で研修会

を 34 回開催し、ＨＡＣＣＰに沿った衛生管理のフォローアップを実施し

た。 

 

【実績】 

 34回（計画比:113％） 

 

 

 

 

 

 

 

 

（参考） 

コロナ禍の 

影響と対応 

 マスク着用、手指消毒、換気など感染防止対策を徹底した上で開催した。 

担当課 生活衛生課 

対象者 ☐消費者 ☑事業者 ☐生産者 ☐その他（      ） 
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⑰ 

取組事項名 ６次産業化に取り組む生産者向け食の安全マネジメント研修会の開催 

目指す姿 
６次産業化に取り組む生産者のＨＡＣＣＰや食品表示等の新しい制度

に関する知識向上を目指します。 

数値目標 

開催数 

(回／年) 

２年度 

実績 

３年度 

実績 

年 度 別 計 画 

 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

１１ ６ 

計

画 
５ ５ ５ 

実

績 

５ 

(計画比:100%) 

 

(計画比: %) 

 

(計画比: %) 

数値目標の 

考え方 

直売所に関連する加工業者を対象に、府内５か所で衛生管理研修会を

開催し、ＨＡＣＣＰ導入・運用の完全義務化への対応を行います。 

令和５年度 

計画 

【取組内容】 

「食の京都 Table」の直売所等の６次産業化に取り組む生産者を対象に、

ＨＡＣＣＰを踏まえた衛生管理研修を府内５か所で開催します。 

 

 

（参考） 

令和４年度 

実績見込 

【取組内容】 

「食の京都 Table」の直売所等の６次産業化に取り組む生産者を対象に、

ＨＡＣＣＰを踏まえた衛生管理研修を府内５か所で開催した。 

 

【実績】５回見込 

以下の５か所で研修会を開催（令和５年２月 17日現在） 

２月 13日(月) まちてらすＭＵＫＯ（向日市） 

２月 20日(月) あつえ彩菜館（与謝野町） 

３月２日 (木) 道の駅てんきてんき丹後（京丹後市） 

３月開催予定  ２か所調整中 

 

 

 

 

 

 

 

 

（参考） 

コロナ禍の 

影響と対応 

マスク着用、手指消毒、換気など感染防止策を徹底した上で実施した。 

担当課 流通・ブランド戦略課 

対象者 ☐消費者 ☑事業者 ☑生産者 ☐その他（      ） 
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⑱ 

取組事項名 食品関連事業者向け新たな食品表示制度の普及啓発 

目指す姿 
食品関連事業者の新たな食品表示制度に関する知識の向上により食品

表示違反が発生しないことを目指します。 

数値目標 

普及啓発数 

(回／年) 

２年度 

実績 

３年度 

実績 

年 度 別 計 画 

 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

５ ５ 

計

画 
５ ５ ５ 

実

績 

６ 

(計画比:120%) 

 

(計画比: %) 

 

(計画比: %) 

数値目標の 

考え方 

食品関連事業者を対象に、府内５か所で事業者向け講習会、資料提供

等を行い、新たな食品表示制度を普及啓発します。 

令和５年度 

計画 

【取組内容】 

食品表示違反が発生しないよう、食品関連事業者を対象に府内５か所で

食品表示講習会を開催し、新たな食品表示制度を普及啓発します。 

 

（参考） 

令和４年度 

実績見込 

【取組内容】 

食品関連事業者を対象に、オンラインを活用して工夫しながら、事業者

向け食品表示講習会と食品表示指導者研修会を開催し、加工食品の表示事

項や新たなガイドラインなどの食品表示制度を周知した。 
 

【実績】６回 

 ○事業者向け食品表示講習会（５回） 

令和４年 11月 28日（月）ハイブリッド開催 114名(会場参加者 42名) 

  消費者庁と消費生活安全センターと連携し、食品表示制度の改正内容

や不当景品類及び不当表示防止法の概要など基礎的な内容を情報提供。 

  より多くの事業者に周知できるよう、オンライン視聴に加え、府内５

か所に視聴会場を設定し、自力でのオンライン視聴が難しい参加者の参

加機会を拡大して開催した。 
 
 ○食品表示指導者研修会（１回） 

令和５年２月６日（月）オンライン開催 30名(新規認定者５名) 

食品関連事業者の食品表示適正化を推進するため、事業者内で食品表

示等に関する指導者的な役割を担う人材を新たに食品表示指導者として

認定するとともに、認定済指導者に対しては、フォローアップとなる研

修会をオンライン開催し、新たに５名の指導者を認定した。 
 

（参考） 

コロナ禍の 

影響と対応 

 オンライン開催とし、視聴会場においては、マスク着用、手指消毒、換

気など感染防止対策を徹底した上で開催した。 

担当課 農政課、健康対策課、生活衛生課 

対象者 ☐消費者 ☑事業者 ☐生産者 ☐その他（      ） 
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⑲ 

取組事項名 きょうと 健康 おもてなし 食の健康づくり応援店 

目指す姿 健康的で安全な食環境が整備されることを目指します。 

数値目標 

延登録店舗数 

(店舗) 

２年度 

実績 

３年度 

実績 

年 度 別 計 画 

 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

８０２ ７９６ 

計

画 
８００ ８００ ８００ 

実

績 

７９６ 

(計画比:99.5%) 

 

(計画比: %) 

 

(計画比: %) 

数値目標の 

考え方 

飲食店（32,698店（「平成 28年衛生行政報告例」厚生労働省））の

2.5%にあたる店舗の登録を維持することで、健康、食物アレルギーに配慮

した食生活を支援し、安心して外食等ができる環境づくりを目指します。 

 

令和５年度 

計画 

【取組内容】 

「エネルギー表示」、「野菜たっぷりメニュー」、「塩分ひかえめメニ 

ュー」、「アレルギー表示」に取り組む『きょうと 健康 おもてなし 食

の健康づくり応援店』を増やし、府民自らが健康的で、安全な食習慣に取

り組める環境整備を進めます。 

 

（参考） 

令和４年度 

実績見込 

【取組内容】 

「エネルギー表示」、「野菜たっぷりメニュー」、「塩分ひかえめメニ 

ュー」、「アレルギー表示」に取り組む『きょうと 健康 おもてなし 食

の健康づくり応援店』の環境整備を進めた。 

 

【実績】 

店舗数：796店舗（令和４年 12月 31日現在） 

（京都市 592店舗、京都府内 204店舗） 

 

令和４年度では新たに４店舗増加できたが、 

新型コロナウイルス感染症の影響により４店舗 

が閉店され、796店舗にとどまった。 

 

 

 

 

（参考） 

コロナ禍の 

影響と対応 

新型コロナウイルス感染症の影響により飲食店の閉店に伴う応援店の減

少が懸念されるため、引き続き、登録制度を周知し、環境整備を推進して

いく。 

担当課 健康対策課 

対象者 ☐消費者 ☑事業者 ☐生産者 ☐その他（      ） 
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⑳ 

取組事項名 ボランティア向けの食の安心・安全講習会の開催 

目指す姿 
食中毒や食物アレルギーによる健康被害などが発生しないことを目指

します。 

数値目標 

開催数 

(回／年) 

２年度 

実績 

３年度 

実績 

年 度 別 計 画 

 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

５ ３ 

計

画 
５ ５ ５ 

実

績 

３ 

(計画比:60%) 

 

(計画比: %) 

 

(計画比: %) 

数値目標の 

考え方 

多様化する食品提供主体を対象に、府内５か所で食中毒や食物アレル

ギー対策等の講習会を開催します。 

令和５年度 

計画 

【取組内容】 

府内５か所における子育てや高齢者サロン、大学のボランティアサーク

ル等を対象に、食中毒、食物アレルギー対策等、食に関する事故の未然防

止対策について学ぶ講習会を開催します。 

（参考） 

令和４年度 

実績見込 

【取組内容】 

府内のボランティア団体や府民等を対象に、食中毒、食物アレルギー対

策等、食に関する事故の未然防止対策について学ぶ講習会を開催した。 

【実績】３回 

＜府全域＞令和４年 11月 11日（金）オンライン開催 

府民、ボランティア、自治体職員等 60名 

今日からはじめる！災害時の食の備えセミナー ㉒㉖併催 

 ＜中丹西＞令和４年 12月９日（金）対面開催 

   食生活改善推進員 16名 

   食改さんのための防災研修～地域にそなえる災害時のモノとコト ㉒併催 

＜乙 訓＞令和５年２月 14日（火）対面開催 

   食生活改善推進員リーダー 15名 

「塩分について」他 

【未達成の理由】 

コロナ禍における行動制限は少しずつ緩和したものの、ボランティア団

体の活動は難しい状況にあり、出前講座の依頼は低調だった。 

（参考） 

コロナ禍の 

影響と対応 

対面開催の会ではマスク着用、手指消毒、換気など感染防止対策を徹

底した上で開催した。 

地域ごとのボランティア団体の活動が難しい中、府域全体を対象にオ

ンラインを活用し、防災、消費生活、食育関係など様々なチャンネルで

周知を行い、府内一円の 60名の参加を得て開催することができた。 

担当課 生活衛生課、健康対策課、農政課 

対象者 ☑消費者 ☑事業者 ☐生産者 ☐その他（      ） 
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㉑ 

取組事項名 食物アレルギーのある児童・生徒への個別の取組プランの作成率の向上 

目指す姿 公立学校における食物アレルギー事故ゼロを目指します。 

数値目標 

プラン作成率 

(％) 

２年度 

実績 

３年度 

実績 

年 度 別 計 画 

 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

８８ ９７ 

計

画 
９８ ９９ １００ 

実

績 

９７ 

(計画比:99%) 

 

(計画比: %) 

 

(計画比: %) 

数値目標の 

考え方 

公立学校において府が推奨するマニュアルに基づく個別の取組プラン

が作成されるよう推進します。 

令和５年度 

計画 

【取組内容】 

すべての学校において食物アレルギー事故ゼロを目指し、①～③の取組

を通じて、作成率の向上を推進します。 

①給食実施校に対して、学校給食における衛生管理状況等調査実施 

②学校給食衛生管理推進研修会、学校給食研究協議会において啓発実施 

③新規採用栄養教諭の研修において、アレルギー対応研修を実施 

（参考） 

令和４年度 

実績見込 

【取組内容】 

 食物アレルギーのある児童・生徒が在籍するすべての学校において、個

別に対応されている中、様々な機会を捉えて、府が推奨するマニュアルに

基づく個別の取組プランの作成を促した。 

【実績】97％（254校／263校） 

①給食実施校（府内 275校）に学校給食における衛生管理状況等調査 

 を実施し、結果分析等の情報提供 

②・学校給食衛生管理推進研修会の実施（参加者 356名） 

・学校給食研究協議大会の実施（参加者 292名） 

③新規採用の栄養教諭（３名）に、医師による食物アレルギーの講義 

 を含めた研修実施 

【未達成の理由】 

 各市町（組合）教育委員会との連携強化、指導主事等の指導助言により、

目標達成に近づいたが、各市町（組合）教育委員会独自の個別プラン作成

を含めると全校で個別プランの作成ができている。 

また、個別プラン作成対応校は、在籍するアレルギーのある児童生徒の

有無により毎年度変わる。そのため、令和４年度の個別プラン作成対象校

は 263 校（③260 校）であり、そのうち府が推奨する個別プラン作成の学

校数は 254 校（③251 校）となっており、府が推奨する個別プラン作成の

学校数は令和３年度に比べ３校増えている。 
(参考)コロナ禍

の影響と対応 
 通常実施。 

担当課 保健体育課 

対象者 ☐消費者 ☑事業者 ☐生産者 ☐その他（      ） 



22 

 

㉒ 

取組事項名 緊急時の食に関する対応研修会の開催 

目指す姿 
緊急時においても安心・安全な食が提供され、食中毒や食物アレルギ

ーなどが発生しないことを目指します。 

数値目標 

開催数 

(回／年) 

２年度 

実績 

３年度 

実績 

年 度 別 計 画 

 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

７ ５ 

計

画 
５ ５ ５ 

実

績 

５ 

(計画比:100%) 

 

(計画比: %) 

 

(計画比: %) 

数値目標の 

考え方 

府民のほか、自治体や団体職員等を対象として、府内５か所で災害時

の食の安心・安全に関する研修会を開催します。 

令和５年度 

計画 

【取組内容】 

災害時に備えた食の安全確保対策について、平時から知識をしっかり身

につけ、緊急時に適切に対応できる府民や職員を育成するため、府内５か

所で研修会を開催します。 

（参考） 

令和４年度 

実績見込 

【取組内容】 

災害時に備えた食の安全確保対策について、平時から知識を身につけ、緊

急時に適切に対応できる府民や職員を育成するため、研修会等を開催した。 

【実績】５回 

 ＜山城北＞令和４年７月 13日（水）ハイブリッド開催 

参加者：管内保健行政栄養士、高齢担当行政栄養士等 13名 

府災害ガイドラインセルフチェックシートを元に意見交換等 

 ＜丹 後＞令和４年８月 19日（金）対面開催 

参加者：管内給食施設の栄養士及び調理師 20名 

給食施設における衛生管理について 

＜南 丹＞令和４年９月 28日（水）オンライン開催 

参加者：管内給食施設従事者 55名 

講話「給食施設における災害時等の体制整備について」等 

＜府全域＞令和４年 11月 11日（金）オンライン開催 

参加者：府民、ボランティア、自治体職員等 60名 

今日からはじめる！災害時の食の備えセミナー ⑳㉖併催 

＜中丹西＞令和４年 12月９日（金）対面開催 

参加者：管内食生活改善推進員 16名 

管内食生活改善推進員リーダー研修会 ⑳併催 

（参考） 

コロナ禍の 

影響と対応 

一部でオンライン開催を実施し、対面開催の会ではマスク着用、手指消

毒、換気など感染防止対策を徹底した上で開催した。 

担当課 生活衛生課、健康対策課、農政課 

対象者 ☑消費者 ☑事業者 ☑生産者 ☐その他（      ） 
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㉓ 

取組事項名 特別栽培米など環境にやさしい農業の推進 

目指す姿 
環境への負荷を低減する「環境にやさしい農業」を拡大し、持続可能な

農業の推進を目指します。 

数値目標 

面積 

(ｈａ) 

２年度 

実績 

３年度 

実績 

年 度 別 計 画 

 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

2,110 2,160 

計

画 
2,236 2,271 2,306 

実

績 

2,300 

(計画比:103%) 

 

(計画比: %) 

 

(計画比: %) 

数値目標の 

考え方 

特別栽培米、京のこだわり農法、有機農業といった「環境にやさしい農

業」の取組面積を毎年 35ha※以上、拡大できるよう推進します。 

※「京都府農林水産ビジョン」（令和元年 12月） 

令和５年度 

計画 

【取組内容】 

特別栽培米である「京式部」の生産面積の拡大をはじめ、有機農業指導

員やＧＡＰ指導員など「環境にやさしい農業」に関する専門知識を持った

職員による普及活動を通じて、取組面積の拡大を図ります。 

 

（参考） 

令和４年度 

実績見込 

【取組内容】 

農業改良普及指導員を中心に、特別栽培米である「京式部」の生産拡大

や京都こだわり栽培、有機農業の取組面積の拡大を図った。 

 

【実績】2,300ha見込 

  

 

（令和５年１月 31日現在） 

 ・特別栽培米     1,269ha 

 ・京都こだわり農法   542ha 

 ・有機農業     約 300ha（現在調査中） 

 ・環境直払       588ha 

 （重複        約 400ha)  

  合計      約 2,300ha 

 

 

 

（参考） 

コロナ禍の 

影響と対応 

通常実施。 

 

担当課 農産課 

対象者 ☐消費者 ☐事業者 ☑生産者 ☐その他（      ） 
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㉔ 

取組事項名 
気候変動等にも対応した安心安全な府内産農林水産物の安定供給のため

の研究の実施 

目指す姿 
気候変動等にも対応した安心・安全な府内産農林水産物の安定供給を

目指します。 

数値目標 

件数 

(件／年) 

２年度 

実績 

３年度 

実績 

年 度 別 計 画 

 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

６ ７ 

計

画 
６ ６ ６ 

実

績 

７ 

(計画比:117%) 

 

(計画比: %) 

 

(計画比: %) 

数値目標の 

考え方 

温暖化や自然災害などのリスクを回避するため、新品種の育成や新技

術の開発など年６件の試験研究、課題に取り組みます。 

令和５年度 

計画 

【取組内容】 

府内産農林水産物の安定供給を目指して、中山間地域が多く独自品目が

豊富など、京都の農林水産業者の特徴にマッチした技術開発に取り組み、

気候変動に対応した研究を実施します。 

 

（参考） 

令和４年度 

実績見込 

【取組内容】 

府内産農林水産物の安定供給を目指して、中山間地域が多く独自品目が

豊富など、京都の農林水産業者の特徴にマッチした技術開発に取り組み、

気候変動に対応した研究を実施した。 

・地球温暖化により問題となってきた黒大豆枝豆の病害虫防除法の検討 

・ハウス栽培の生産性を向上する野菜収穫ロボットの開発 等 

 

【実績】７件 

気候変動に対応した研究として以下の 7課題を実施した。 

1 黒大豆枝豆の新たなカメムシの被害地域拡大を抑制する技術開発 

2 高温耐性が強い良食味コメ品種の特性を最大限発揮する栽培法確立 

3 ロボット収穫がしやすい野菜仕立て法(切り戻し方法と時期)の検討 

4 夏季高温で艶無果が多発する賀茂なす品質改善栽培法確立 

5 ナシ開花期の低温被害回避に向けた新品種導入と栽培技術確立 

6 宇治茶の高品質栽培に向け気象観測データを活用した管理適期予測 

7 高海水温でも高生存率を維持する水産物の生産管理技術確立 

 

（参考） 

コロナ禍の 

影響と対応 

通常実施。 

担当課 流通・ブランド戦略課 

対象者 ☐消費者 ☑事業者 ☑生産者 ☐その他（      ） 
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㉕ 

取組事項名 営農支援クラウドシステムによる営農指導の強化と栽培履歴の電子化 

目指す姿 

ＷＥＢを活用した病害虫診断や農薬防除指導、栽培履歴の電子化を図

ることで、安心・安全な京野菜生産と産地の持続可能性向上を目指しま

す。 

数値目標 

延導入団体数 

(件) 

２年度 

実績 

３年度 

実績 

年 度 別 計 画 

 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

１ １ 

計

画 
５ ５ ５ 

実

績 

５ 

(計画比:100%) 

 

(計画比: %) 

 

(計画比: %) 

数値目標の 

考え方 

ＷＥＢを活用したスマートフォン、タブレットを利用する営農支援ク

ラウドシステムを、府内の５産地に導入、活用する品目を拡大します。 

令和５年度 

計画 

【取組内容】 

５産地で営農支援クラウドシステムを活用し、病害虫診断等において生

産者と営農指導員等とのコミュニケーションを円滑化するとともに、生産

履歴記帳の効率化を図ります。 

 

（参考） 

令和４年度 

実績見込 

【取組内容】 

５産地で営農支援クラウドシステムを活用し、ＪＡ営農指導担当者が、

生産者に対し的確で迅速な営農指導を行い、京野菜等の生産に係る技術指

導や農薬の使用基準を徹底するとともに、生産履歴記帳の効率化を図っ

た。 

 

【実績】５件 

システム導入の５産地（受益戸数）は以下のとおり 

幅広い生産者へ活用してもらえるよう、ブランド京野菜や水田作物等、

様々な品目の栽培こよみをシステム登録し、推進活動を展開している。 

産 地 戸 数 

ＪＡ京都市 約 100戸 

ＪＡ京都中央 約 40戸 

ＪＡ京都やましろ 約 100戸 

ＪＡ京都 約 100戸 

ＪＡ京都にのくに 約 160戸 
 

（参考） 

コロナ禍の 

影響と対応 

通常実施。 

担当課 流通・ブランド戦略課 

対象者 ☐消費者 ☑事業者 ☑生産者 ☐その他（      ） 
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㉖ 

取組事項名 
食の安心・安全に関するオンライン等を活用したリスクコミュニケーシ

ョン等の開催 

目指す姿 
消費者、事業者、行政の交流を通じて、食の安心・安全に関する相互

理解の促進を目指します。 

数値目標 

参加者数 

(人／年) 

２年度 

実績 

３年度 

実績 

年 度 別 計 画 

 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

４２９ ７３６ 

計

画 
５００ ５００ ５００ 

実

績 

５４１ 

(計画比:108%) 

 

(計画比: %) 

 

(計画比: %) 

数値目標の 

考え方 

府内各地でリスクコミュニケーション等を開催し、年 500人以上の参

加により、消費者、事業者、行政の相互理解を促進します。 

令和５年度 

計画 

【取組内容】 

府民の関心の高いテーマを中心に関係機関等と連携したリスクコミュ

ニケーションの開催や、京都府施設の一般公開等を通じて、消費者、事業

者、行政の相互理解を促進します。 

（参考） 

令和４年度 

実績見込 

【取組内容】 

様々なテーマでのリスクコミュニケーションの開催や、京都府施設の一

般公開等を通じ、消費者、事業者、行政の相互理解を促進した。 

 

【実績】541名 

○「“ゲノム編集技術”を利用した食品ってどんなもの？」 

  令和４年９月 20日（火） ハイブリッド開催 府民等 74名 

○「身近な食品のリスク (カフェイン)」 

令和４年 10月７日（金） 対面開催 栄養系学生 24名 

○「『食品添加物』ってなんだろう？」 

  令和４年 10月 26日（水） ハイブリッド開催 府民等 32名 

○「今日からはじめる！災害時の食の備えセミナー」 ⑳㉒併催 

 令和４年11月11日（金） オンライン開催 府民等 60名 

○「消費者と生産者の意見交換会（山城広域振興局、丹後広域振興局）」  

令和４年８月 22日～12月 14日 計４回 対面開催 府民等 計 67名  

○「きょうと食の安心・安全フォーラム」 

  令和５年２月７日（火） ハイブリッド開催 府民等 96名 

○府内農林水産技術センター施設公開等 府民等 188名 

（参考） 

コロナ禍の 

影響と対応 

 一部でオンライン開催を併用しながら、対面開催の会ではマスク着用、

手指消毒、換気など感染防止対策を徹底した上で開催した。 

担当課 農政課、関係課 

対象者 ☑消費者 ☑事業者 ☑生産者 ☐その他（      ） 
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㉗ 

取組事項名 学生等によるきょうと食の安心・安全ヤングサポーターの養成 

目指す姿 将来を担う若者の食の安心・安全に関する意識の向上を目指します。 

数値目標 

延登録者数 

(人) 

２年度 

実績 

３年度 

実績 

年 度 別 計 画 

 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

５６ １３０ 

計

画 
１４０ １４５ １５０ 

実

績 

１７６ 

(計画比:126%) 

 

(計画比: %) 

 

(計画比: %) 

数値目標の 

考え方 

大学生等を対象に年15人以上のヤングサポーターを養成し、食の安

心・安全に関する知識を普及啓発します。 

令和５年度 

計画 

【取組内容】 

将来を担う若者が食に触れ、親しむ機会を増やすことで、食の安全、食

文化及び食を大切する意識の向上を更に高めるため、大学生等を対象とし

た「きょうと食の安心・安全ヤングサポーター登録制度」に基づき、食の

安心・安全や食育等に関する専門知識や府が実施している事業等に関する

研修会等を開催し、15人以上のヤングサポーターの養成を継続します。 

 

（参考） 

令和４年度 

実績見込 

【取組内容】 

府内家政系の大学生等を中心に４回のきょうと食の安心・安全ヤングサ

ポーター養成研修を実施し、46名の学生を登録した。  

登録した学生は、京都府食の安全・食育情報 Facebook、Twitterの記事

を受信、拡散するとともに、記事作成、食に関する研修会への参画等、主

体的に学び、活動した。 
 

【実績】176名 

＜養成研修＞ 

・大学教員による情報提供 １回 

・府職員による情報提供  ３回（９月１回、10月２回）  
 
＜活動＞  

・きょうと食の安心・安全ヤングサポーターによる運営スタッフ参加 

２回（京都府農林水産フェスティバル、きょうと食の安心・安全フォーラム） 

・記事作成と京都府食の安全・食育情報 Facebook、Twitterの発信 

２回（食エッセイ等）  

 

（参考） 

コロナ禍の 

影響と対応 

オンライン及び対面による養成講座の開催を可能とし、対面開催では、

マスク着用、手指消毒、換気など感染防止対策を徹底した上で開催した。 

担当課 農政課 

対象者 ☑消費者 ☐事業者 ☐生産者 ☐その他（      ） 
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㉘ 

取組事項名 食の府民大学の動画講座の充実・利用拡大 

目指す姿 
インターネット上の講座「食の府民大学」を拡大し、府民の食の安

心・安全に関する学習環境の充実を目指します。 

数値目標 

総動画再生数 

(回) 

２年度 

実績 

３年度 

実績 

年 度 別 計 画 

 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

２万 ５万 

計

画 
４万 ５万 ６万 

実

績 

６万６百 

(計画比:152%) 

 

(計画比: %) 

 

(計画比: %) 

数値目標の 

考え方 

毎年、新規講座を開講し、総動画再生回数６万回以上を目指し、府民

の食に関する学習環境の充実を図ります。 

令和５年度 

計画 

【取組内容】 

動画の活用が増加している中、幅広い府民、事業者等に対して、食材を

選ぶことや調理方法、食に関する制度等の知識を簡単に入手できるよう

に、YouTubeを活用した講座を公開します。 

 年間１万回再生を目標に新規講座の公開を継続します。 

 

（参考） 

令和４年度 

実績見込 

【取組内容】 

新型コロナウイルス感染症の影響で集合型のイベント等に参加しにく

い中でも、食に関する情報を入手できるよう、また、特に忙しい子育て世

代に対して、食材を選ぶことや、調理方法の知識を簡単に入手できるよう 

に、YouTubeを活用した 22講座を公開した。 

 

【実績】60,433回（令和５年１月 31日時点） 

府民大学講座数：100講座公開見込 

令和４年度では、「食品表示指導者研修会」や「“できる”から始まる

楽しい食育レシピ」など 22講座を追加。 

 

 

 

 

 

 

 

（参考） 

コロナ禍の 

影響と対応 

通常実施。 

コロナ禍で、健康や食についての関心が高まるとともに、動画の活用が

増加している。 

担当課 農政課、関係課 

対象者 ☑消費者 ☑事業者 ☐生産者 ☐その他（      ） 
 

“できる”から始まる楽しい食育レシピ 食品表示指導者研修会 
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㉙ 

取組事項名 府ホームページ等において、府の施策・取組を分かりやすく紹介 

目指す姿 
府民・食品関連事業者へ的確に情報提供し、府民の食の安心・安全に

関する学習環境の充実を目指します。 

数値目標 

更新数 

(回／年) 

２年度 

実績 

３年度 

実績 

年 度 別 計 画 

 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

１２ １２ 

計

画 
１２ １２ １２ 

実

績 

１２ 

(計画比:100%) 

 

(計画比: %) 

 

(計画比: %) 

数値目標の 

考え方 

府のホームページ「食の安心・安全きょうと」に府の施策や行事の最

新情報を逐次分かりやすく掲載します。 

令和５年度 

計画 

【取組内容】 

インターネットによって食に関する情報を集める人が増えている中、行

政による正確な情報提供が重要と考え、府の施策や行事の最新情報をＨＰ

（「食の安心・安全きょうと」）に逐次掲載します。毎月１回点検を行い、

必要な情報を掲載、更新します。 

（参考） 

令和４年度 

実績見込 

【取組内容】 

府の施策や行事の最新情報をＨＰ（「食の安心・安全きょうと」）に逐

次掲載するとともに、毎月１回点検を行い、必要な情報を掲載、更新した。 

 

【実績】12回 

講習会の情報や検査結果等の最新情報を迅速に更新するとともに、毎月

定期的に掲載内容の点検を行い、正確な情報発信を行った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

（参考） 

コロナ禍の 

影響と対応 

通常実施。 

インターネットによって食に関する情報を集める人が増えている中、行

政による正確な情報提供が重要と考え、わかりやすさを念頭に点検を行っ

ている。 

担当課 農政課、生活衛生課、関係課 

対象者 ☑消費者 ☑事業者 ☑生産者 ☐その他（      ） 
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㉚ 

取組事項名 ＳＮＳ等様々な媒体を活用した適切な食情報の発信 

目指す姿 
ＳＮＳ等を活用し、府民の食の安心・安全に関する学習環境の充実を

目指します。 

数値目標 

発信数 

(回／年) 

２年度 

実績 

３年度 

実績 

年 度 別 計 画 

 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

２４ ２４ 

計

画 
２４ ２４ ２４ 

実

績 

２４ 

(計画比: 100%) 

 

(計画比: %) 

 

(計画比: %) 

数値目標の 

考え方 

Facebook、Twitter等のＳＮＳを活用し、月２回、食の安心・安全に関

する情報を発信します。 

令和５年度 

計画 

【取組内容】 

食に関する情報をインターネットから集める方が増えている中、行政に

よる正確な情報提供方法の１つとして、Facebookや TwitterなどのＳＮＳ

ツールを活用し、食の安全をはじめとしたイベント情報等を発信します。 

情報の受け手の目に留まりやすいよう、画像や動画を活用し、配信時間

等を工夫しながら、より効果的な情報発信を行います。 

（参考） 

令和４年度 

実績見込 

【取組内容】 

Facebookや TwitterなどのＳＮＳツールを活用し、食の安全に関する情

報や講習会等のお知らせ、食中毒予防の啓発などを毎月２回以上、情報発

信した。 

 

【実績】24回 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（参考） 

コロナ禍の 

影響と対応 

通常実施。 

インターネットによって食に関する情報を集める人が増えている中、行

政による正確な情報の発信を続けることが重要と考え、情報発信を行って

いる。 

担当課 農政課、関係課 

対象者 ☑消費者 ☑事業者 ☑生産者 ☐その他（      ） 
 

発信した情報の一例 


